
富士見町立 本郷小学校 

   第２号 令和８年４月３０日 

文責：津澤 淳（教頭） 

 

はりきる参観日 ご来校ありがとうございました。 
 

先日 24日（金）の参観日・校長講話・PTA総会・学級懇談ではご来校いただきありがとうございまし

た。新学期が始まってはりきる子ども達の様子をごらんいただけたのではないでしょうか。 

校長講話にもありましたように、子ども達の「なぜ」「どうしてだろう」という問いをもてる授業展開を

意識し、そこから生まれた素朴な疑問に対して真摯に向き合っていく教師集団をめざし進んでまいります。

そして、できないことがあったら、どうすればできるようになるのかを、いっしょに考えていく創造的な

アプローチを意識してまいります。 

また、子どもが、ひとりで黙々と進める場面も大切に、その中でみんなで力を合わせていくところは合

わせて行くことのよさを感じられるように、私たちは子どもひとりひとりの有り様を認め、寄り添ってい

きたいと考えます。引き続き

ご支援をよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

１ 頭部（首から上）のケガへの対応について  
学校生活の中で起きたケガのうち、重篤なもの、とくに頭部（首から上、歯や口、目を含む）を強打したと疑わ

れると判断した場合は、これまで同様、学校で救急車を要請するなど速やかに医療機関を受診することを前提に

対応いたします。その場合は、保護者の方への連絡が受診決定のあとになったり、保護者の方と病院で合流する

ことになったりします（その場合保険証のご用意をお願いします）。お子さんの安全を最優先で進めてまいります。

ご理解ください。 

 

２ メール配信登録・確認 ありがとうございました。  
（１）保護者の皆様との連絡のやりとり（欠席早退遅刻連絡含む）は「C4thHome＆School」を利用して行いま

す。欠席早退遅刻連絡に対して学校から個別にメール上での返信は行いません。ご了承ください。 

（２）児童クラブの欠席連絡は、直接児童クラブに入れてください。 

（３）これまでテスト配信、参観日の駐車場案内の数回、全校への配信を行っています。メールが届いていない場

合は、学校（教頭：６２－２１２８）までお問い合わせください。 

 

３ 学校へ自家用車等で来校される方へ ～校地内が狭く、ご迷惑をおかけしております～ 

（１）校地内への車の進入はできません 

登校や下校などで自家用車等を利用してお子さんの送迎をされる方は、学校前の本郷保育園下の広場で

お子さんを降ろしたり、乗せたりしてください。学校敷地内は狭くすれ違いが難しい上に、不意な児童の飛び出

しも考えられ危険ですので、車の乗り入れはご遠慮いただいております（お子さんが怪我をしていたり、体調不

良であったりする場合は十分に注意をしていただき、ロータリーまでお入りいただいてかまいません）。 

（２）参観日や運動会、音楽会などの学校行事 

そのつどご案内申し上げますが、基本的には乙事方面の農道より校地内へ進んでいただき、校庭へ駐車、

そしてお帰りは県道へ抜けていく一方通行のかたちをとります。県道から進入しないよう、お願いします。 

 

↑1年生初めての給食   ↑体育館で【青空給食】   ↑交通安全教室 



本郷小学校いじめ防止基本方針について 

本校の「いじめ防止基本方針」について保護者の皆様にお知らせいたします。 

本郷小学校いじめ防止基本方針は、いじめ問題を学校全体で正しく理解し、いじめ対策に取り組むための基

本姿勢を定めたものです。「いじめ防止対策推進法」に基づき、学校、教育委員会、地域住民などが連携して、

いじめをなくすことを目指します。 

【学校いじめ防止基本方針の目的】 

•いじめが児童の心身に及ぼす影響を理解し、いじめをなくす 

・いじめを受けた児童の生命と心を保護する 

•いじめを未然に防ぎ、早期発見・早期対応する 

•いじめが解消するまで被害児童を徹底的に守り、安全・安心を確保する 

【学校いじめ防止基本方針の具体策】 

•いじめやいじめの疑いに気付くための視点（顔色、表情、視線など）を養う 

•定期的にいじめの定義や対応を確認する 

•授業や行事の中で活躍できる場を設定する 

•教職員で児童一人一人の変化や活躍を共有する 

•定期的なアンケート（６月、１月）や日常の観察、「本郷っ子の時間」における児童との懇談など 

により実態把握を行う 

•保護者、地域と連携して児童を見守る 

•学校以外のいじめ相談窓口について周知する 

•学級における係活動や児童会活動を通じた活動により、児童の主体性をはぐくむ 

【いじめ等問題行動への対応】 

  ①事故速報を、町教委、県教委、校長会長へ（教頭・校長） 

  ②職員招集（概要説明、生徒指導内容の統一を図る） 

  ③事実関係の把握（教頭） 

  ④記録を克明にとる（教頭・教務・担任） 

  ⑤家庭への連絡（保護者の来校を促す） 

  ⑥担任は事故報告を教頭へ提出。職員会議で周知し、児童指導を行う。 

  ⑦一般児童への指導（担任が学級指導。場合によっては全校集会） 

  ⑧警察との対応（教頭・校長） 

  ⑨報道関係との対応（校長のみ）職員・児童は報道関係者と接しない。 

  ⑩事故速報２報を、町教委、南信教育事務所主幹指導主事、校長会長へ（教頭、校長） 

  ⑪関係者との協議、指示を受け最善の解決策を図る。 

  ⑫場合によっては、職員会議を招集（校長）、最善の対応策を探る。 

  ⑬保護者に報告（保護者招集、文書など） 

  ⑭児童、地域への報告・対応（教頭、校長） 

  ⑮事故報告書を、町教委、南信教育事務所主幹指導主事、校長会長へ送る。（教頭、校長） 

 

■いじめ相談窓口■ 
 本校では様々な職員が、いじめをはじめとするお子さんの困りごとの相談 

を受け付けております。 

お気軽にお問い合わせください（電話 62－2128）。 

職員室・保健室・校長室が相談窓口となっています。こちらへもお声がけくだ 

さい。お話を伺います。 

 (教務主任) (教務) 

（養護教諭）(校長)(教頭・特別支援コーディネーター) 

（特別支援コーディネーター）（特別支援コーディネーター）（事務主任） 

ここにいる職員以外にお声がけいただいてもかまいません。     裏面 5 月の予定です 

保健室･校長室･職員室
入り口にある掲示です 



 

 

 

連休中の生活 お子さんの安全
への配慮をお願いします。 
 2日（土）から連休となります。学校では

次のことについて指導します。ご家庭でもお

声がけください。 

 

１ 車に注意 

 県外車や慣れない車が、スピードを上げた

り予期しない動きをしたりして事故に遭う

危険が増えます。また、外出先で気持ちが浮

かれて道路に飛び出すことも考えられます。 

 

２ 水に注意 

 田んぼや畑での作業が動き出すこの時期、

水路や川、池や沼など、水量が増え、勢いよ

く流れます。近づかないこと、入らないこと

です。また、田んぼの水口のいたずらをしま

せん。 

３ 火に注意 

 乾燥し、気温が高く、各地で火事による被

害が報じられています。一度ついた火はなか

なか消せません。火遊びを絶対にしないこと

です。 

日 曜 
給

食 
行 事 

１ 金 ○ 
安全点検日・防犯ブザー点検日 

6 年児童質問調査   

２ 土   

３ 日  憲法記念日 

４ 月  みどりの日 

５ 火  こどもの日 

６ 水  振替休日 

７ 木 ○ 

本郷っ子の時間 ５時間授業日 視力検査 

視力検査（6年、1年、2年） 引き落とし日 

100 周年実行委員会全体会  

８ 金 ○ 
4 年社会見学（浄水場、リバーグリーン富士見） 

視力検査（5年、3年） 

９ 土   

10 日   

11 月 ○ 
家庭学習旬間（～25日） 

５時間授業日 視力検査（4年） 

12 火 ○ 全校集会① 児童会② 

13 水 ○ 登校時避難訓練 運動会特別時間割開始 

14 木 ○ 
本郷っ子の時間 3 年地区探検 

耳鼻科検診 

15 金 ○  

16 土   

17 日  家族読書の日 諏訪ジュニア陸上 

18 月 ○  

19 火 ○ 運動会児童係会 

20 水 ○ 4 年生境小交流 

21 木 ○ 本郷っ子の時間 

22 金 ○ 眼科検診 5 年田植え 

23 土   

24 日   

25 月 ○ 5 年田植え予備日 

26 火 ○  

27 水 ○ 土砂災害避難訓練 

28 木 ○ 道路清掃① 本郷っ子の時間 

29 金 ○ 運動会前日準備（５時間授業日） 

30 土 × 運動会 

31 日   


